
横須賀小 台風等による気象情報への対応マニュアル

１ 掛川市に大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪のいずれかの特別警報が発表された

場合

状 況 対 応

午前６時に特別警報が発表されている場合 自宅待機

午前１０時までに、特別警報が解除された場合 解除された時点で登校

午前１０時段階で、特別警報が引き続き出ている場合 休 校

２ 掛川市に台風等による「暴風警報」と「大雨警報」が同時に発表された場合

状 況 対 応

午前６時に警報（台風による「暴風警報」と「大雨警 自宅待機
報」）が同時に発表されている場合

午前１０時までに、上記２つの警報が両方または１つが 解除された時点で登校
解除された場合

午前１０時段階で、上記２つの警報が引き続き出てい 休 校
る場合

※ 「暴風警報・大雨警報」であり、「大雨警報・洪水警報」ではありません。
※ 学校からの連絡がなくても、上記のように判断してください。
※ 中学校とも連絡を取り合って対応します。
※ 登校する場合には、給食は原則として実施します。

３ 上記の条件以外で登校が危ぶまれる場合

・自宅待機の場合には、学校からメールシステムにて連絡します。

４ 下校時に安全が危ぶまれる場合

・登校後は、学校の判断により安全第一に考え対応します。
例１）下校時刻を早めて下校する。（学童へ行く子は学童へ下校する）
例２）職員が引率して集団下校する。（学童へ行く子は学童へ下校する）
例３）メールシステムで保護者に来校を依頼し直接引き渡す。保護者が来校できな

い場合には、学校で待機する。
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